
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年３月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１７６号 

事故等種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２３年８月２６日 ２０時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市勝本港西南西方沖  

勝本港辰ノ島防波堤灯台から真方位２４８°２０.６海里付近 

（概位 北緯３３°４３.８′ 東経１２９°１７.８′） 

事故等調査の経過  平成２３年１２月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五幸栄
こうえい

丸、１２トン 

 ＮＳ２－１５７８３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機直結海水ポンプの駆動軸の折損及び同軸駆動歯車の歯先の一部欠損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、勝本港西南西方沖で操業中、平成２

３年８月２６日２０時００分ごろ‘主機清水冷却器入口清水温度’（以下

「清水温度」という。）の高温警報（９５℃設定）が鳴ったので、主機を停

止した。 

船長は、機関室を点検したところ、主機清水タンクのキャップ部の接続

パイプからリザーブタンクへのホースが抜け落ち、清水が噴出して集魚灯

の安定器群に降りかかり、短絡を生じていたので、集魚灯を全て消灯し

た。 

本船は、船長が清水タンクのキャップを開けて清水を補給したのち、主

機を再始動したものの、すぐに高温警報が鳴るので、主機の運転を断念

し、僚船にえい
．．

航を依頼して勝本港に帰港した。 

本船は、本インシデント後、主機直結海水ポンプ（以下「海水ポンプ」

という。）の駆動軸が折損して海水を送水できなくなっていたことが判明

し、同ポンプが完備品で交換された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ  

 その他の事項 本船は、いか一本釣り漁船であり、いつも昼ごろ出漁して翌朝に帰港

し、航行中は主機を回転数毎分１,８００で常に使用していた。 

海水ポンプは、ケーシングが軸方向にポンプ側と駆動軸側に２分割で

き、駆動軸側には、メカニカルシール（以下「軸シール」という。）が組み

込まれ、ゴム製のインペラを装着するポンプ側から駆動軸側に海水が入ら

ない構造になっていた。 

海水ポンプは、主機側の調時歯車により、ポンプ駆動軸に装着の被動歯

車が駆動され、軸方向のスラストを駆動軸の両端を支持するシールド型ボ

ールベアリング（玉軸受）で支えるようになっていた。 

本船の主機は、約７年半使用され、不具合箇所が発生すれば、その都

度、機関整備業者に整備を依頼していたが、海水ポンプについては、毎年



 

インペラを交換し、海水通水量の変化を船外排出量で確認しており、本イ

ンシデントまで異常がなかったので、玉軸受及び軸シールを交換すること

なく経年使用していた。 

本船は、主機潤滑油（約７０ℓ）及び同油こし器のフィルタを主機運転時

間約３５０～４００時間（月１回ペース）ごとに交換するなどの潤滑油管

理が行われていた。 

本船は、操業中、通常８０℃以下であった清水温度が８０℃を超えるよ

うになったので、平成２３年８月２０日帰港後、機関整備業者が船長から

の依頼を受けて海水ポンプのインペラ交換と清水冷却器の海水側掃除を行

い、同ポンプの駆動軸に少しガタつきが感じられたものの、ポンプ側への

潤滑油漏れ等の異常がなかったので、駆動軸側ケーシングを開放しての玉

軸受や軸シール点検は行っていなかった。 

海水ポンプは、本インシデント後、駆動軸が被動歯車付根付近で折損

し、調時歯車及び被動歯車の歯先に一部欠損を生じており、また、駆動軸

側ケーシングから主機内部に海水が漏えい
．．

し、玉軸受が損耗して動きが硬

くなり、同ケーシングの軸受ハウジングが摩耗していることが判明した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、勝本港西南西方沖で操業中、主機の海

水ポンプの駆動軸が切損したことから、主機の運

転が不能となり、運航不能になったものと考えら

れる。 

 海水ポンプの駆動軸は、駆動軸側ケーシングの

軸受ハウジングに摩耗があり、歯車の歯先が一部

欠損していたことから、運転中、駆動軸が偏心し

て駆動軸に過大な曲げ及びねじり応力が繰り返し

かかって折損した可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、夜間、勝本港西南西方沖で操業中、海水ポ

ンプの駆動軸が折損したため、主機の運転が不能となったことにより発生

したものと考えられる。 

参考   今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

  ・定期的に海水ポンプの開放整備を行い、駆動部及び軸封装置の点検、

バックラッシュの確認、玉軸受の交換等を行うこと。 

 




